
スマートフォンやタブレットのビデオ通話アプリを利用した遠隔手話サービスを行っています。 

■利 用 時 間   平日（土日祝・年末年始を除く）午前9時～午後5時 

          ※手話通訳者の不在等によりサービスの提供ができない場合があります 

■利用対象者   恵庭市内にお住まいで、聴覚に障がいをお持ちの方 

■利用申込方法   「恵庭市遠隔手話サービス利用申請書」を障がい福祉課へ提出 

          ※窓口で提出される場合は、使用する端末をご持参ください 

■利 用 内 容 

≪ ① 遠隔手話通訳 ≫ 

タブレット等でビデオ通話機能を利用して、遠隔により手話通訳をすること 

≪ ② 遠隔手話サービス ≫ 

タブレット等でビデオ通話機能を利用して、手話言語によりコミュニケーションをとること（市

への問い合わせ等） 

遠隔手話通訳

聴覚障がい者（外出先等） 恵庭市専任手話通訳者（市役所）

聴覚障がい者 

遠隔手話サービス 

恵庭市遠隔手話サービス ご利用案内 

恵庭市専任手話通訳者（市役所）

【 恵庭市障がい福祉課 】 

メール syougaifukushi@city.eniwa.hokkaido.jp

FAX   0123-32-1155（障がい福祉課直通） 

TEL   0123-33-3131（内線 1215） 


